
　　　　　次いで、学長から、資料２に基づき、大学経営と大学改革に関する学長報告が

1 審議事項

（１）

（２）

（３）

（４）

　事務局長から、資料４に基づき、第４回経営協議会及び第８回役員会において審議・了承
された令和８年度予算編成方針について、文部科学省から内示があった令和８年度運営費交
付金予算案においてミッション実現加速化係数による財源拠出が廃止されたことに伴い、予
算編成方針の内容を変更することについて説明が行われ、原案のとおり了承された。

　事務局長から、資料６に基づき、兵庫教育大学施設整備年次計画について説明が行われ、
原案のとおり了承された。

兵庫教育大学施設整備年次計画について

　事務局長から、資料３ｰ1～ｰ4、参考１ｰ1、ｰ2に基づき、人事関係規則の改正について説明
が行われ、原案のとおり了承された。

令和８年度予算実施計画について

令和８年度予算編成方針の変更について

　事務局長から、資料５に基づき、令和８年度予算実施計画について説明が行われ、種々意
見交換の結果、原案のとおり了承された。

　委員による主な意見は次のとおり（〇：意見、●：回答）
〇：令和８年度予算実施計画の令和７年度最終予算について、第４回経営協議会で審議され
た予算実施計画では、収入予算の目的積立金取崩額（物件費分）が30,841千円、支出予算の
施設維持管理経費が116,392千円であったが、今回、目的積立金取崩額（物件費分）が
30,841千円削除され、施設維持管理経費が同額の30,841千円分を減じた85,551千円となって
いる。第４回経営協議会で審議された数値と違うのはなぜか。
●：国の補正予算が措置された結果、目的積立金取崩額（物件費分）の30,841千円を取り崩
す必要がなくなり、全体の執行額が抑えられたためである。今後、今回のような国の補正予
算が大幅に措置された場合については、説明責任を果たしていく。

人事関係規則の改正について

　　　　行われた。

議　事

日　時　　令和８年３月１６日（月）１３：３０～１４：５０

方　法　　Web会議システム

　　　　　審議に先立ち、令和７年度第５回の議事要旨（案）の確認が行われ、了承された。

国立大学法人兵庫教育大学経営協議会（第６回）議事要旨



2 報告事項

（１）

（２）

―　以　上　―

　秋光副学長から、資料７ｰ1に基づき、令和８年度学校教育学部の入学者選抜状況について
報告が行われた。
　引き続き、森副学長から、資料７ｰ2、-3に基づき、大学院学校教育研究科（修士課程・専
門職学位課程）及び大学院連合学校教育学研究科の入学者選抜状況について報告が行われ
た。

その他

　・委員の退任等について

　学長から、令和８年３月３１日付けで、委員１名が退任となること、他の委員について
は、来年度も引き続き委員をお願いすることの報告が行われた。

令和８年度学校教育学部、大学院学校教育研究科（修士課程・専門職学位課程）及び大学院
連合学校教育学研究科の入学者選抜状況について


